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議案第36号 

 

大阪市湊町地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例等の一部を改正 

する条例案 

 

（大阪市湊町地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正） 

第１条 大阪市湊町地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平成７年大阪市条

例第５号）の一部を次のように改正する。 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる

規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定

（以下この条において「対象規定」という。）を加える。 

改正後 改正前 

（建築物の容積率の最高限度） 

第５条  [略]  

２ 前項に規定する建築物の容積率の算定の

基礎となる延べ面積には、建築物の地階で

その天井が地盤面からの高さ１メートル以

下にあるものの住宅又は老人ホーム、福祉

ホームその他これらに類するもの（以下こ

の項及び次項において「老人ホーム等」と

いう。）の用途に供する部分（次項各号に掲

げる建築物の部分を除く。以下この項にお

いて同じ。）の床面積は、当該建築物の住宅

及び老人ホーム等の用途に供する部分の床

面積の合計（同一敷地内に２以上の建築物

がある場合においては、それぞれの建築物

の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部

分の床面積の合計の和）の３分の１を限度

として算入しない。 

 

 

（建築物の容積率の最高限度） 

第５条  [同左] 

２ 前項に規定する建築物の容積率の算定の

基礎となる延べ面積には、建築物の地階で

その天井が地盤面からの高さ１メートル以

下にあるものの住宅又は老人ホーム、福祉

ホームその他これらに類するもの（以下こ

の項及び次項において「老人ホーム等」と

いう。）の用途に供する部分（エレベーター

の昇降路の部分又は共同住宅若しくは老人

ホーム等の共用の廊下若しくは階段の用に

供する部分を除く。以下この項において同

じ。）の床面積は、当該建築物の住宅及び老

人ホーム等の用途に供する部分の床面積の

合計（同一敷地内に２以上の建築物がある

場合においては、それぞれの建築物の住宅

及び老人ホーム等の用途に供する部分の床

面積の合計の和）の３分の１を限度として

算入しない。 
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３ 第１項に規定する建築物の容積率の算定

の基礎となる延べ面積には、次に掲げる建

築物の部分の床面積は、算入しない。 

 

 

⑴ エレベーターの昇降路の部分 

⑵ 共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊

下又は階段の用に供する部分 

⑶ 法第52条第６項第３号の規定による認

定を受けた部分 

[４・５ 略] 

３ 第１項に規定する建築物の容積率の算定

の基礎となる延べ面積には、エレベーター

の昇降路の部分又は共同住宅若しくは老人

ホーム等の共用の廊下若しくは階段の用に

供する部分の床面積は、算入しない。 

 [新設] 

[新設] 

 

[新設] 

 

[４・５ 同左] 

備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線

は注記である。 

（大阪市中之島３丁目中央地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正） 

第２条 大阪市中之島３丁目中央地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平成

11年大阪市条例第26号）の一部を次のように改正する。 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる

規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定

（以下この条において「対象規定」という。）を加える。 

改正後 改正前 

（建築物の容積率の最高限度） 

第５条  [略]  

２ 前項、第６項及び第７項に規定する建築

物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に

は、建築物の地階でその天井が地盤面から

の高さ１メートル以下にあるものの住宅又

は老人ホーム、福祉ホームその他これらに

類するもの（以下この項及び次項において

「老人ホーム等」という。）の用途に供する

部分（次項各号に掲げる建築物の部分を除

く。以下この項において同じ。）の床面積は、

（建築物の容積率の最高限度） 

第５条  [同左] 

２ 前項、第６項及び第７項に規定する建築

物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に

は、建築物の地階でその天井が地盤面から

の高さ１メートル以下にあるものの住宅又

は老人ホーム、福祉ホームその他これらに

類するもの（以下この項及び次項において

「老人ホーム等」という。）の用途に供する

部分（エレベーターの昇降路の部分又は共

同住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下
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当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用途

に供する部分の床面積の合計（同一敷地内

に２以上の建築物がある場合においては、

それぞれの建築物の住宅及び老人ホーム等

の用途に供する部分の床面積の合計の和）

の３分の１を限度として算入しない。 

 

 

３ 第１項、第６項及び第７項に規定する建

築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積

には、次に掲げる建築物の部分の床面積は、

算入しない。 

 

 

⑴ エレベーターの昇降路の部分 

⑵ 共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊

下又は階段の用に供する部分 

⑶ 法第52条第６項第３号の規定による認

定を受けた部分 

[４～７ 略] 

若しくは階段の用に供する部分を除く。以

下この項において同じ。）の床面積は、当該

建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供

する部分の床面積の合計（同一敷地内に２

以上の建築物がある場合においては、それ

ぞれの建築物の住宅及び老人ホーム等の用

途に供する部分の床面積の合計の和）の３

分の１を限度として算入しない。 

３ 第１項、第６項及び第７項に規定する建

築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積

には、エレベーターの昇降路の部分又は共

同住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下

若しくは階段の用に供する部分の床面積

は、算入しない。 

 [新設] 

[新設] 

 

[新設] 

 

[４～７ 同左] 

備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線

は注記である。 

（大阪市北浜１丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正） 

第３条 大阪市北浜１丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平成14年大

阪市条例第９号）の一部を次のように改正する。 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる

規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定

（以下この条において「対象規定」という。）を加える。 

改正後 改正前 

（建築物の容積率の最高限度） 

第５条  [略]  

（建築物の容積率の最高限度） 

第５条  [同左] 
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２ 前項、第６項及び第７項に規定する建築

物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に

は、建築物の地階でその天井が地盤面から

の高さ１メートル以下にあるものの住宅又

は老人ホーム、福祉ホームその他これらに

類するもの（以下この項及び次項において

「老人ホーム等」という。）の用途に供する

部分（次項各号に掲げる建築物の部分を除

く。以下この項において同じ。）の床面積は、

当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用途

に供する部分の床面積の合計（同一敷地内

に２以上の建築物がある場合においては、

それぞれの建築物の住宅及び老人ホーム等

の用途に供する部分の床面積の合計の和）

の３分の１を限度として算入しない。 

 

 

３ 第１項、第６項及び第７項に規定する建

築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積

には、次に掲げる建築物の部分の床面積は、

算入しない。 

 

 

⑴ エレベーターの昇降路の部分 

⑵ 共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊

下又は階段の用に供する部分 

⑶ 法第52条第６項第３号の規定による認

定を受けた部分 

[４～７ 略] 

２ 前項、第６項及び第７項に規定する建築

物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に

は、建築物の地階でその天井が地盤面から

の高さ１メートル以下にあるものの住宅又

は老人ホーム、福祉ホームその他これらに

類するもの（以下この項及び次項において

「老人ホーム等」という。）の用途に供する

部分（エレベーターの昇降路の部分又は共

同住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下

若しくは階段の用に供する部分を除く。以

下この項において同じ。）の床面積は、当該

建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供

する部分の床面積の合計（同一敷地内に２

以上の建築物がある場合においては、それ

ぞれの建築物の住宅及び老人ホーム等の用

途に供する部分の床面積の合計の和）の３

分の１を限度として算入しない。 

３ 第１項、第６項及び第７項に規定する建

築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積

には、エレベーターの昇降路の部分又は共

同住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下

若しくは階段の用に供する部分の床面積

は、算入しない。 

 [新設] 

[新設] 

 

[新設] 

 

[４～７ 同左] 

備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線

は注記である。 

（大阪市新町１丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正） 
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第４条 大阪市新町１丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平成21年大

阪市条例第104号）の一部を次のように改正する。 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる

規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定

（以下この条において「対象規定」という。）を加える。 

改正後 改正前 

（建築物の容積率の最高限度） 

第５条  [略]  

２ 前項及び第６項に規定する建築物の容積

率の算定の基礎となる延べ面積には、建築

物の地階でその天井が地盤面からの高さ１

メートル以下にあるものの住宅又は老人ホ

ーム、福祉ホームその他これらに類するも

の（以下この項及び次項において「老人ホ

ーム等」という。）の用途に供する部分（次

項各号に掲げる建築物の部分を除く。以下

この項において同じ。）の床面積は、当該建

築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供す

る部分の床面積の合計（同一敷地内に２以

上の建築物がある場合においては、それぞ

れの建築物の住宅及び老人ホーム等の用途

に供する部分の床面積の合計の和）の３分

の１を限度として算入しない。 

 

 

３ 第１項及び第６項に規定する建築物の容

積率の算定の基礎となる延べ面積には、次

に掲げる建築物の部分の床面積は、算入し

ない。 

 

 

（建築物の容積率の最高限度） 

第５条  [同左] 

２ 前項及び第６項に規定する建築物の容積

率の算定の基礎となる延べ面積には、建築

物の地階でその天井が地盤面からの高さ１

メートル以下にあるものの住宅又は老人ホ

ーム、福祉ホームその他これらに類するも

の（以下この項及び次項において「老人ホ

ーム等」という。）の用途に供する部分（エ

レベーターの昇降路の部分又は共同住宅若

しくは老人ホーム等の共用の廊下若しくは

階段の用に供する部分を除く。以下この項

において同じ。）の床面積は、当該建築物の

住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分

の床面積の合計（同一敷地内に２以上の建

築物がある場合においては、それぞれの建

築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供す

る部分の床面積の合計の和）の３分の１を

限度として算入しない。 

３ 第１項及び第６項に規定する建築物の容

積率の算定の基礎となる延べ面積には、エ

レベーターの昇降路の部分又は共同住宅若

しくは老人ホーム等の共用の廊下若しくは

階段の用に供する部分の床面積は、算入し

ない。 
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⑴ エレベーターの昇降路の部分 

⑵ 共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊

下又は階段の用に供する部分 

⑶ 法第52条第６項第３号の規定による認

定を受けた部分 

[４～６ 略] 

 [新設] 

[新設] 

 

[新設] 

 

[４～６ 同左] 

備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線

は注記である。 

（大阪市岩崎橋地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正） 

第５条 大阪市岩崎橋地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平成６年大阪市

条例第23号）の一部を次のように改正する。 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる

規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定

（以下この条において「対象規定」という。）を加える。 

改正後 改正前 

（建築物の容積率の最高限度） 

第５条  [略]  

[２ 略] 

３ 前２項及び第７項に規定する建築物の容

積率の算定の基礎となる延べ面積には、建

築物の地階でその天井が地盤面からの高さ

１メートル以下にあるものの住宅又は老人

ホーム、福祉ホームその他これらに類する

もの（以下この項及び次項並びに第11条第

３項第１号及び第２号において「老人ホー

ム等」という。）の用途に供する部分（次項

各号に掲げる建築物の部分を除く。以下こ

の項において同じ。）の床面積は、当該建築

物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する

部分の床面積の合計（同一敷地内に２以上

の建築物がある場合においては、それぞれ

（建築物の容積率の最高限度） 

第５条  [同左] 

[２ 同左] 

３ 前２項及び第７項に規定する建築物の容

積率の算定の基礎となる延べ面積には、建

築物の地階でその天井が地盤面からの高さ

１メートル以下にあるものの住宅又は老人

ホーム、福祉ホームその他これらに類する

もの（以下この項及び次項並びに第11条第

３項第１号及び第２号において「老人ホー

ム等」という。）の用途に供する部分（エレ

ベーターの昇降路の部分又は共同住宅若し

くは老人ホーム等の共用の廊下若しくは階

段の用に供する部分を除く。以下この項に

おいて同じ。）の床面積は、当該建築物の住

宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の
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の建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に

供する部分の床面積の合計の和）の３分の

１を限度として算入しない。 

 

 

４ 第１項、第２項及び第７項に規定する建

築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積

には、次に掲げる建築物の部分の床面積は、

算入しない。 

 

 

⑴ エレベーターの昇降路の部分 

⑵ 共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊

下又は階段の用に供する部分 

⑶ 法第52条第６項第３号の規定による認

定を受けた部分 

[５～７ 略] 

（既存の建築物に対する制限の緩和） 

第11条  [略] 

[２ 略] 

３ 法第３条第２項の規定により第５条第１

項の規定の適用を受けない建築物につい

て、次に掲げる範囲内において増築又は改

築をする場合においては、法第３条第３項

第３号及び第４号の規定にかかわらず、第

５条第１項の規定は、適用しない。 

⑴ 増築又は改築に係る部分が増築又は改

築後においてエレベーターの昇降路の部

分（当該エレベーターの設置に付随して

設けられる共同住宅又は老人ホーム等の

共用の廊下又は階段の用に供する部分を

床面積の合計（同一敷地内に２以上の建築

物がある場合においては、それぞれの建築

物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する

部分の床面積の合計の和）の３分の１を限

度として算入しない。 

４ 第１項、第２項及び第７項に規定する建

築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積

には、エレベーターの昇降路の部分又は共

同住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下

若しくは階段の用に供する部分の床面積

は、算入しない。 

 [新設] 

[新設] 

 

[新設] 

 

[５～７ 同左] 

（既存の建築物に対する制限の緩和） 

第11条  [同左] 

[２ 同左] 

３ [同左] 

 

 

 

 

 

⑴ 増築又は改築に係る部分が増築又は改

築後においてエレベーターの昇降路の部

分（当該エレベーターの設置に付随して

設けられる共同住宅又は老人ホーム等の

共用の廊下又は階段の用に供する部分を
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含む。）、第５条第４項第３号に掲げる建

築物の部分、自動車車庫等部分、備蓄倉

庫部分、蓄電池設置部分、自家発電設備

設置部分、貯水槽設置部分又は宅配ボッ

クス設置部分となること 

⑵ 増築前におけるエレベーターの昇降路

の部分、共同住宅又は老人ホーム等の共

用の廊下又は階段の用に供する部分、第

５条第４項第３号に掲げる建築物の部

分、自動車車庫等部分、備蓄倉庫部分、

蓄電池設置部分、自家発電設備設置部分

及び貯水槽設置部分以外の部分の床面積

の合計が基準時（法第３条第２項の規定

により第５条第１項の規定の適用を受け

ない建築物について、法第３条第２項の

規定により引き続き第５条第１項の規定

（同項の規定が改正された場合において

は改正前の同項の規定を含む。）の適用を

受けない期間の始期をいう。次号におい

て同じ。）における当該部分の床面積の合

計を超えないものであること 

 [⑶ 略] 

[４ 略] 

含む。）、自動車車庫等部分、備蓄倉庫部

分、蓄電池設置部分、自家発電設備設置

部分、貯水槽設置部分又は宅配ボックス

設置部分となること 

 

⑵ 増築前におけるエレベーターの昇降路

の部分、共同住宅又は老人ホーム等の共

用の廊下又は階段の用に供する部分、自

動車車庫等部分、備蓄倉庫部分、蓄電池

設置部分、自家発電設備設置部分、貯水

槽設置部分及び宅配ボックス設置部分以

外の部分の床面積の合計が基準時（法第

３条第２項の規定により第５条第１項の

規定の適用を受けない建築物について、

法第３条第２項の規定により引き続き第

５条第１項の規定（同項の規定が改正さ

れた場合においては改正前の同項の規定

を含む。）の適用を受けない期間の始期を

いう。次号において同じ。）における当該

部分の床面積の合計を超えないものであ

ること 

[⑶ 同左] 

[４ 同左] 

備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線

は注記である。 

（大阪市西野田中津線沿道地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改

正） 

第６条 大阪市西野田中津線沿道地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平成

７年大阪市条例第７号）の一部を次のように改正する。 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる

規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定

（以下この条において「対象規定」という。）を加える。 
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改正後 改正前 

（建築物の容積率の最高限度） 

第４条  [略]  

２ 前項、第６項及び第７項に規定する建築

物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に

は、建築物の地階でその天井が地盤面から

の高さ１メートル以下にあるものの住宅又

は老人ホーム、福祉ホームその他これらに

類するもの（以下この項及び次項において

「老人ホーム等」という。）の用途に供する

部分（次項各号に掲げる建築物の部分を除

く。以下この項において同じ。）の床面積は、

当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用途

に供する部分の床面積の合計（同一敷地内

に２以上の建築物がある場合においては、

それぞれの建築物の住宅及び老人ホーム等

の用途に供する部分の床面積の合計の和）

の３分の１を限度として算入しない。 

 

 

３ 第１項、第６項及び第７項に規定する建

築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積

には、次に掲げる建築物の部分の床面積は、

算入しない。 

 

 

⑴ エレベーターの昇降路の部分 

⑵ 共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊

下又は階段の用に供する部分 

⑶ 法第52条第６項第３号の規定による認

定を受けた部分 

（建築物の容積率の最高限度） 

第４条  [同左] 

２ 前項、第６項及び第７項に規定する建築

物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に

は、建築物の地階でその天井が地盤面から

の高さ１メートル以下にあるものの住宅又

は老人ホーム、福祉ホームその他これらに

類するもの（以下この項及び次項において

「老人ホーム等」という。）の用途に供する

部分（エレベーターの昇降路の部分又は共

同住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下

若しくは階段の用に供する部分を除く。以

下この項において同じ。）の床面積は、当該

建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供

する部分の床面積の合計（同一敷地内に２

以上の建築物がある場合においては、それ

ぞれの建築物の住宅及び老人ホーム等の用

途に供する部分の床面積の合計の和）の３

分の１を限度として算入しない。 

３ 第１項、第６項及び第７項に規定する建

築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積

には、エレベーターの昇降路の部分又は共

同住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下

若しくは階段の用に供する部分の床面積

は、算入しない。 

 [新設] 

[新設] 

 

[新設] 
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[４～７ 略] [４～７ 同左] 

備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線

は注記である。 

（大阪市加島地域駅周辺地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正） 

第７条 大阪市加島地域駅周辺地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平成８

年大阪市条例第４号）の一部を次のように改正する。 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる

規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定

（以下この条において「対象規定」という。）を加える。 

改正後 改正前 

（壁面の位置の制限） 

第６条  [略] 

２ 前項第１号に規定する建築物の容積率の

算定の基礎となる延べ面積には、建築物の

地階でその天井が地盤面からの高さ１メー

トル以下にあるものの住宅又は老人ホー

ム、福祉ホームその他これらに類するもの

（以下この項及び次項において「老人ホー

ム等」という。）の用途に供する部分（次項

各号に掲げる建築物の部分を除く。以下こ

の項において同じ。）の床面積は、当該建築

物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する

部分の床面積の合計（同一敷地内に２以上

の建築物がある場合においては、それぞれ

の建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に

供する部分の床面積の合計の和）の３分の

１を限度として算入しない。 

 

 

３ 第１項第１号に規定する建築物の容積率

の算定の基礎となる延べ面積には、次に掲

（壁面の位置の制限） 

第６条  [同左] 

２ 前項第１号に規定する建築物の容積率の

算定の基礎となる延べ面積には、建築物の

地階でその天井が地盤面からの高さ１メー

トル以下にあるものの住宅又は老人ホー

ム、福祉ホームその他これらに類するもの

（以下この項及び次項において「老人ホー

ム等」という。）の用途に供する部分（エレ

ベーターの昇降路の部分又は共同住宅若し

くは老人ホーム等の共用の廊下若しくは階

段の用に供する部分を除く。以下この項に

おいて同じ。）の床面積は、当該建築物の住

宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の

床面積の合計（同一敷地内に２以上の建築

物がある場合においては、それぞれの建築

物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する

部分の床面積の合計の和）の３分の１を限

度として算入しない。 

３ 第１項第１号に規定する建築物の容積率

の算定の基礎となる延べ面積には、エレベ



 

11 

げる建築物の部分の床面積は、算入しない。 

 

 

⑴ エレベーターの昇降路の部分 

⑵ 共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊

下又は階段の用に供する部分 

⑶ 法第52条第６項第３号の規定による認

定を受けた部分 

[４・５ 略] 

ーターの昇降路の部分又は共同住宅若しく

は老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段

の用に供する部分の床面積は、算入しない。 

 [新設] 

[新設] 

 

[新設] 

 

[４・５ 同左] 

備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線

は注記である。 

（大阪市放出駅周辺地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正） 

第８条 大阪市放出駅周辺地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平成９年大

阪市条例第５号）の一部を次のように改正する。 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる

規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定

（以下この条において「対象規定」という。）を加える。 

改正後 改正前 

（壁面の位置の制限） 

第６条  [略] 

２ 前項第１号に規定する建築物の容積率の

算定の基礎となる延べ面積には、建築物の

地階でその天井が地盤面からの高さ１メー

トル以下にあるものの住宅又は老人ホー

ム、福祉ホームその他これらに類するもの

（以下この項及び次項において「老人ホー

ム等」という。）の用途に供する部分（次項

各号に掲げる建築物の部分を除く。以下こ

の項において同じ。）の床面積は、当該建築

物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する

部分の床面積の合計（同一敷地内に２以上

（壁面の位置の制限） 

第６条  [同左] 

２ 前項第１号に規定する建築物の容積率の

算定の基礎となる延べ面積には、建築物の

地階でその天井が地盤面からの高さ１メー

トル以下にあるものの住宅又は老人ホー

ム、福祉ホームその他これらに類するもの

（以下この項及び次項において「老人ホー

ム等」という。）の用途に供する部分（エレ

ベーターの昇降路の部分又は共同住宅若し

くは老人ホーム等の共用の廊下若しくは階

段の用に供する部分を除く。以下この項に

おいて同じ。）の床面積は、当該建築物の住
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の建築物がある場合においては、それぞれ

の建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に

供する部分の床面積の合計の和）の３分の

１を限度として算入しない。 

 

 

３ 第１項第１号に規定する建築物の容積率

の算定の基礎となる延べ面積には、次に掲

げる建築物の部分の床面積は、算入しない。 

 

 

⑴ エレベーターの昇降路の部分 

⑵ 共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊

下又は階段の用に供する部分 

⑶ 法第52条第６項第３号の規定による認

定を受けた部分 

[４・５ 略] 

宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の

床面積の合計（同一敷地内に２以上の建築

物がある場合においては、それぞれの建築

物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する

部分の床面積の合計の和）の３分の１を限

度として算入しない。 

３ 第１項第１号に規定する建築物の容積率

の算定の基礎となる延べ面積には、エレベ

ーターの昇降路の部分又は共同住宅若しく

は老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段

の用に供する部分の床面積は、算入しない。 

 [新設] 

[新設] 

 

[新設] 

 

[４・５ 同左] 

備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線

は注記である。 

（大阪市長吉東部地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正） 

第９条 大阪市長吉東部地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平成９年大阪

市条例第67号）の一部を次のように改正する。 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる

規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定

（以下この条において「対象規定」という。）を加える。 

改正後 改正前 

（建築物の容積率の最高限度） 

第５条  [略]  

２ 前項及び次条第１号に規定する建築物の

容積率の算定の基礎となる延べ面積には、

建築物の地階でその天井が地盤面からの高

（建築物の容積率の最高限度） 

第５条  [同左] 

２ 前項及び次条第１号に規定する建築物の

容積率の算定の基礎となる延べ面積には、

建築物の地階でその天井が地盤面からの高
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さ１メートル以下にあるものの住宅又は老

人ホーム、福祉ホームその他これらに類す

るもの（以下この項及び次項において「老

人ホーム等」という。）の用途に供する部分

（次項各号に掲げる建築物の部分を除く。

以下この項において同じ。）の床面積は、当

該建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に

供する部分の床面積の合計（同一敷地内に

２以上の建築物がある場合においては、そ

れぞれの建築物の住宅及び老人ホーム等の

用途に供する部分の床面積の合計の和）の

３分の１を限度として算入しない。 

 

 

３ 第１項及び次条第１号に規定する建築物

の容積率の算定の基礎となる延べ面積に

は、次に掲げる建築物の部分の床面積は、

算入しない。 

 

 

⑴ エレベーターの昇降路の部分 

⑵ 共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊

下又は階段の用に供する部分 

⑶ 法第52条第６項第３号の規定による認

定を受けた部分 

[４・５ 略] 

さ１メートル以下にあるものの住宅又は老

人ホーム、福祉ホームその他これらに類す

るもの（以下この項及び次項において「老

人ホーム等」という。）の用途に供する部分

（エレベーターの昇降路の部分又は共同住

宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下若し

くは階段の用に供する部分を除く。以下こ

の項において同じ。）の床面積は、当該建築

物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する

部分の床面積の合計（同一敷地内に２以上

の建築物がある場合においては、それぞれ

の建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に

供する部分の床面積の合計の和）の３分の

１を限度として算入しない。 

３ 第１項及び次条第１号に規定する建築物

の容積率の算定の基礎となる延べ面積に

は、エレベーターの昇降路の部分又は共同

住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下若

しくは階段の用に供する部分の床面積は、

算入しない。 

 [新設] 

[新設] 

 

[新設] 

 

[４・５ 同左] 

備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線

は注記である。 

（大阪市北野今市線沿道地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正） 

第10条 大阪市北野今市線沿道地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平成11

年大阪市条例第28号）の一部を次のように改正する。 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる
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規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定

（以下この条において「対象規定」という。）を加える。 

改正後 改正前 

（建築物の容積率の最高限度） 

第３条  [略]  

２ 前項及び第６項に規定する建築物の容積

率の算定の基礎となる延べ面積には、建築

物の地階でその天井が地盤面からの高さ１

メートル以下にあるものの住宅又は老人ホ

ーム、福祉ホームその他これらに類するも

の（以下この項及び次項において「老人ホ

ーム等」という。）の用途に供する部分（次

項各号に掲げる建築物の部分を除く。以下

この項において同じ。）の床面積は、当該建

築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供す

る部分の床面積の合計（同一敷地内に２以

上の建築物がある場合においては、それぞ

れの建築物の住宅及び老人ホーム等の用途

に供する部分の床面積の合計の和）の３分

の１を限度として算入しない。 

 

 

３ 第１項及び第６項に規定する建築物の容

積率の算定の基礎となる延べ面積には、次

に掲げる建築物の部分の床面積は、算入し

ない。 

 

 

⑴ エレベーターの昇降路の部分 

⑵ 共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊

下又は階段の用に供する部分 

（建築物の容積率の最高限度） 

第３条  [同左] 

２ 前項及び第６項に規定する建築物の容積

率の算定の基礎となる延べ面積には、建築

物の地階でその天井が地盤面からの高さ１

メートル以下にあるものの住宅又は老人ホ

ーム、福祉ホームその他これらに類するも

の（以下この項及び次項において「老人ホ

ーム等」という。）の用途に供する部分（エ

レベーターの昇降路の部分又は共同住宅若

しくは老人ホーム等の共用の廊下若しくは

階段の用に供する部分を除く。以下この項

において同じ。）の床面積は、当該建築物の

住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分

の床面積の合計（同一敷地内に２以上の建

築物がある場合においては、それぞれの建

築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供す

る部分の床面積の合計の和）の３分の１を

限度として算入しない。 

３ 第１項及び第６項に規定する建築物の容

積率の算定の基礎となる延べ面積には、エ

レベーターの昇降路の部分又は共同住宅若

しくは老人ホーム等の共用の廊下若しくは

階段の用に供する部分の床面積は、算入し

ない。 

 [新設] 

[新設] 
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⑶ 法第52条第６項第３号の規定による認

定を受けた部分 

[４～６ 略] 

[新設] 

 

[４～６ 同左] 

備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線

は注記である。 

（大阪市淡路駅周辺地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正） 

第11条 大阪市淡路駅周辺地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平成15年大

阪市条例第32号）の一部を次のように改正する。 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる

規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定

（以下この条において「対象規定」という。）を加える。 

改正後 改正前 

（建築物の容積率の最高限度） 

第５条  [略]  

２ 前項及び第６項に規定する建築物の容積

率の算定の基礎となる延べ面積には、建築

物の地階でその天井が地盤面からの高さ１

メートル以下にあるものの住宅又は老人ホ

ーム、福祉ホームその他これらに類するも

の（以下この項及び次項において「老人ホ

ーム等」という。）の用途に供する部分（次

項各号に掲げる建築物の部分を除く。以下

この項において同じ。）の床面積は、当該建

築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供す

る部分の床面積の合計（同一敷地内に２以

上の建築物がある場合においては、それぞ

れの建築物の住宅及び老人ホーム等の用途

に供する部分の床面積の合計の和）の３分

の１を限度として算入しない。 

 

 

（建築物の容積率の最高限度） 

第５条  [同左] 

２ 前項及び第６項に規定する建築物の容積

率の算定の基礎となる延べ面積には、建築

物の地階でその天井が地盤面からの高さ１

メートル以下にあるものの住宅又は老人ホ

ーム、福祉ホームその他これらに類するも

の（以下この項及び次項において「老人ホ

ーム等」という。）の用途に供する部分（エ

レベーターの昇降路の部分又は共同住宅若

しくは老人ホーム等の共用の廊下若しくは

階段の用に供する部分を除く。以下この項

において同じ。）の床面積は、当該建築物の

住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分

の床面積の合計（同一敷地内に２以上の建

築物がある場合においては、それぞれの建

築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供す

る部分の床面積の合計の和）の３分の１を

限度として算入しない。 
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３ 第１項及び第６項に規定する建築物の容

積率の算定の基礎となる延べ面積には、次

に掲げる建築物の部分の床面積は、算入し

ない。 

 

 

⑴ エレベーターの昇降路の部分 

⑵ 共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊

下又は階段の用に供する部分 

⑶ 法第52条第６項第３号の規定による認

定を受けた部分 

[４～６ 略] 

３ 第１項及び第６項に規定する建築物の容

積率の算定の基礎となる延べ面積には、エ

レベーターの昇降路の部分又は共同住宅若

しくは老人ホーム等の共用の廊下若しくは

階段の用に供する部分の床面積は、算入し

ない。 

 [新設] 

[新設] 

 

[新設] 

 

[４～６ 同左] 

備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線

は注記である。 

（大阪市南堀江１丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正） 

第12条 大阪市南堀江１丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平成16年

大阪市条例第60号）の一部を次のように改正する。 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる

規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定

（以下この条において「対象規定」という。）を加える。 

改正後 改正前 

（建築物の容積率の最高限度） 

第５条  [略]  

２ 前項及び第６項に規定する建築物の容積

率の算定の基礎となる延べ面積には、建築

物の地階でその天井が地盤面からの高さ１

メートル以下にあるものの住宅又は老人ホ

ーム、福祉ホームその他これらに類するも

の（以下この項及び次項並びに第10条第１

項第１号及び第２号において「老人ホーム

等」という。）の用途に供する部分（次項各

（建築物の容積率の最高限度） 

第５条  [同左] 

２ 前項及び第６項に規定する建築物の容積

率の算定の基礎となる延べ面積には、建築

物の地階でその天井が地盤面からの高さ１

メートル以下にあるものの住宅又は老人ホ

ーム、福祉ホームその他これらに類するも

の（以下この項及び次項並びに第10条第１

項第１号及び第２号において「老人ホーム

等」という。）の用途に供する部分（エレベ
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号に掲げる建築物の部分を除く。以下この

項において同じ。）の床面積は、当該建築物

の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部

分の床面積の合計（同一敷地内に２以上の

建築物がある場合においては、それぞれの

建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供

する部分の床面積の合計の和）の３分の１

を限度として算入しない。 

 

 

３ 第１項及び第６項に規定する建築物の容

積率の算定の基礎となる延べ面積には、次

に掲げる建築物の部分の床面積は、算入し

ない。 

 

 

⑴ エレベーターの昇降路の部分 

⑵ 共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊

下又は階段の用に供する部分 

⑶ 法第52条第６項第３号の規定による認

定を受けた部分 

[４～６ 略] 

（既存の建築物に対する制限の緩和） 

第10条 法第３条第２項の規定により第５条

第１項の規定の適用を受けない建築物につ

いて、次に掲げる範囲内において増築又は

改築をする場合においては、法第３条第３

項第３号及び第４号の規定にかかわらず、

第５条第１項の規定は、適用しない。 

⑴ 増築又は改築に係る部分が増築又は改

築後においてエレベーターの昇降路の部

ーターの昇降路の部分又は共同住宅若しく

は老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段

の用に供する部分を除く。以下この項にお

いて同じ。）の床面積は、当該建築物の住宅

及び老人ホーム等の用途に供する部分の床

面積の合計（同一敷地内に２以上の建築物

がある場合においては、それぞれの建築物

の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部

分の床面積の合計の和）の３分の１を限度

として算入しない。 

３ 第１項及び第６項に規定する建築物の容

積率の算定の基礎となる延べ面積には、エ

レベーターの昇降路の部分又は共同住宅若

しくは老人ホーム等の共用の廊下若しくは

階段の用に供する部分の床面積は、算入し

ない。 

 [新設] 

[新設] 

 

[新設] 

 

[４～６ 同左] 

（既存の建築物に対する制限の緩和） 

第10条 [同左] 

 

 

 

 

 

⑴ 増築又は改築に係る部分が増築又は改

築後においてエレベーターの昇降路の部
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分（当該エレベーターの設置に付随して

設けられる共同住宅又は老人ホーム等の

共用の廊下又は階段の用に供する部分を

含む。）、第５条第３項第３号に掲げる建

築物の部分、自動車車庫等部分、備蓄倉

庫部分、蓄電池設置部分、自家発電設備

設置部分、貯水槽設置部分又は宅配ボッ

クス設置部分となること 

⑵ 増築前におけるエレベーターの昇降路

の部分、共同住宅又は老人ホーム等の共

用の廊下又は階段の用に供する部分、第

５条第３項第３号に掲げる建築物の部

分、自動車車庫等部分、備蓄倉庫部分、

蓄電池設置部分、自家発電設備設置部分、

貯水槽設置部分及び宅配ボックス設置部

分以外の部分の床面積の合計が基準時

（法第３条第２項の規定により第５条第

１項の規定の適用を受けない建築物につ

いて、法第３条第２項の規定により引き

続き第５条第１項の規定（同項の規定が

改正された場合においては改正前の同項

の規定を含む。）の適用を受けない期間の

始期をいう。次号において同じ。）におけ

る当該部分の床面積の合計を超えないも

のであること 

 [⑶ 略]  

[２～４ 略]  

分（当該エレベーターの設置に付随して

設けられる共同住宅又は老人ホーム等の

共用の廊下又は階段の用に供する部分を

含む。）、自動車車庫等部分、備蓄倉庫部

分、蓄電池設置部分、自家発電設備設置

部分、貯水槽設置部分又は宅配ボックス

設置部分となること 

 

⑵ 増築前におけるエレベーターの昇降路

の部分、共同住宅又は老人ホーム等の共

用の廊下又は階段の用に供する部分、自

動車車庫等部分、備蓄倉庫部分、蓄電池

設置部分、自家発電設備設置部分、貯水

槽設置部分及び宅配ボックス設置部分以

外の部分の床面積の合計が基準時（法第

３条第２項の規定により第５条第１項の

規定の適用を受けない建築物について、

法第３条第２項の規定により引き続き第

５条第１項の規定（同項の規定が改正さ

れた場合においては改正前の同項の規定

を含む。）の適用を受けない期間の始期を

いう。次号において同じ。）における当該

部分の床面積の合計を超えないものであ

ること 

 

[⑶ 同左] 

[２～４ 同左] 

備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線

は注記である。 

（大阪市高麗橋地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正） 

第13条 大阪市高麗橋地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平成24年大阪市

条例第118号）の一部を次のように改正する。 
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次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる

規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定

（以下この条において「対象規定」という。）を加える。 

改正後 改正前 

（建築物の容積率の最高限度） 

第５条  [略]  

２ 前項及び第６項に規定する建築物の容積

率の算定の基礎となる延べ面積には、建築

物の地階でその天井が地盤面からの高さ１

メートル以下にあるものの住宅又は老人ホ

ーム、福祉ホームその他これらに類するも

の（以下この項及び次項並びに第９条第１

項第１号及び第２号において「老人ホーム

等」という。）の用途に供する部分（次項各

号に掲げる建築物の部分を除く。以下この

項において同じ。）の床面積は、当該建築物

の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部

分の床面積の合計（同一敷地内に２以上の

建築物がある場合においては、それぞれの

建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供

する部分の床面積の合計の和）の３分の１

を限度として算入しない。 

 

 

３ 第１項及び第６項に規定する建築物の容

積率の算定の基礎となる延べ面積には、次

に掲げる建築物の部分の床面積は、算入し

ない。 

 

 

⑴ エレベーターの昇降路の部分 

（建築物の容積率の最高限度） 

第５条  [同左] 

２ 前項及び第６項に規定する建築物の容積

率の算定の基礎となる延べ面積には、建築

物の地階でその天井が地盤面からの高さ１

メートル以下にあるものの住宅又は老人ホ

ーム、福祉ホームその他これらに類するも

の（以下この項及び次項並びに第９条第１

項第１号及び第２号において「老人ホーム

等」という。）の用途に供する部分（エレベ

ーターの昇降路の部分又は共同住宅若しく

は老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段

の用に供する部分を除く。以下この項にお

いて同じ。）の床面積は、当該建築物の住宅

及び老人ホーム等の用途に供する部分の床

面積の合計（同一敷地内に２以上の建築物

がある場合においては、それぞれの建築物

の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部

分の床面積の合計の和）の３分の１を限度

として算入しない。 

３ 第１項及び第６項に規定する建築物の容

積率の算定の基礎となる延べ面積には、エ

レベーターの昇降路の部分又は共同住宅若

しくは老人ホーム等の共用の廊下若しくは

階段の用に供する部分の床面積は、算入し

ない。 

 [新設] 
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⑵ 共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊

下又は階段の用に供する部分 

⑶ 法第52条第６項第３号の規定による認

定を受けた部分 

[４～６ 略] 

（既存の建築物に対する制限の緩和） 

第９条 法第３条第２項の規定により第５条

第１項の規定の適用を受けない建築物につ

いて、次に掲げる範囲内において増築又は

改築をする場合においては、法第３条第３

項第３号及び第４号の規定にかかわらず、

第５条第１項の規定は、適用しない。 

⑴ 増築又は改築に係る部分が増築又は改

築後においてエレベーターの昇降路の部

分（当該エレベーターの設置に付随して

設けられる共同住宅又は老人ホーム等の

共用の廊下又は階段の用に供する部分を

含む。）、第５条第３項第３号に掲げる建

築物の部分、自動車車庫等部分、備蓄倉

庫部分、蓄電池設置部分、自家発電設備

設置部分、貯水槽設置部分又は宅配ボッ

クス設置部分となること 

⑵ 増築前におけるエレベーターの昇降路

の部分、共同住宅又は老人ホーム等の共

用の廊下又は階段の用に供する部分、第

５条第３項第３号に掲げる建築物の部

分、自動車車庫等部分、備蓄倉庫部分、

蓄電池設置部分、自家発電設備設置部分、

貯水槽設置部分及び宅配ボックス設置部

分以外の部分の床面積の合計が基準時

（法第３条第２項の規定により第５条第

[新設] 

 

[新設] 

 

[４～６ 同左] 

（既存の建築物に対する制限の緩和） 

第９条 [同左] 

 

 

 

 

 

⑴ 増築又は改築に係る部分が増築又は改

築後においてエレベーターの昇降路の部

分（当該エレベーターの設置に付随して

設けられる共同住宅又は老人ホーム等の

共用の廊下又は階段の用に供する部分を

含む。）、自動車車庫等部分、備蓄倉庫部

分、蓄電池設置部分、自家発電設備設置

部分、貯水槽設置部分又は宅配ボックス

設置部分となること 

 

⑵ 増築前におけるエレベーターの昇降路

の部分、共同住宅又は老人ホーム等の共

用の廊下又は階段の用に供する部分、自

動車車庫等部分、備蓄倉庫部分、蓄電池

設置部分、自家発電設備設置部分、貯水

槽設置部分及び宅配ボックス設置部分以

外の部分の床面積の合計が基準時（法第

３条第２項の規定により第５条第１項の

規定の適用を受けない建築物について、
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１項の規定の適用を受けない建築物につ

いて、法第３条第２項の規定により引き

続き第５条第１項の規定（同項の規定が

改正された場合においては改正前の同項

の規定を含む。）の適用を受けない期間の

始期をいう。次号において同じ。）におけ

る当該部分の床面積の合計を超えないも

のであること 

[⑶ 略] 

[２・３ 略] 

法第３条第２項の規定により引き続き第

５条第１項の規定（同項の規定が改正さ

れた場合においては改正前の同項の規定

を含む。）の適用を受けない期間の始期を

いう。次号において同じ。）における当該

部分の床面積の合計を超えないものであ

ること 

 

[⑶ 同左] 

[２・３ 同左] 

備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線

は注記である。 

附 則 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

２ この条例の各改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前

の例による。 

  令和５年２月９日提出 

大阪市長  松 井 一 郎  

 

説 明 

 建築基準法等の一部改正に伴い、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積の算定方法等を改

めるため、大阪市湊町地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例ほか12条例の一部

を改正する必要があるので、この案を提出する次第である。 


